
【添付資料２】 

- 1 - 
 

小中学校プール集約施設の建設候補地について 

 

  令和６年 12 月定例月会議において決定した「小中学校プール施設のあり方の方針」

の中で、検討事項としていた集約施設の建設候補地について取りまとめました。 

 

１ 小中学校プール集約施設の建設候補地について 

(1) 建設エリアおよび候補地について…（令和６年 12 月定例月会議委員会協議会資料より抜粋） 

各学校から移動時間に偏りがない建設エリアに絞り、公有地でバスの乗降スペー

スが確保できる敷地を選定すると、図１-１に示した２敷地が候補地として考えら

れます。  
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(2) 候補地の比較検討 

   次のとおり建築条件の各項目を比較し、△～◎の３段階で評価しました。 
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比較の結果、候補地１では学校施設として建設するため、一般開放をする時間の短

縮に対応しやすく、既存構造物の解体や埋蔵文化財調査が不要なことから、比較的早

期に工事着手、供用開始が見込めますが、市の負担金額は候補地２に対して 5.2 億円

程度多く、少しでも財政負担を減らすという観点、また、アクセスしやすく、現在の

駐車場の混雑状況を悪化させないという観点から、小中学校プール集約施設建設候補

地としては、候補地２が適していると考えます。 

なお、当該施設は市民開放を行う必要がありますが、小中学校プール集約施設とし

て、学校教育で使用する時間を適正に確保できるよう、運用方法を検討してまいりま

す。 

また、設計業者選定はプロポーザル方式を採用し、市民運動公園内の施設として、

予算の範囲内で、既存施設や景観と調和を図り、公園の魅力を向上させる施設となる

よう取り組みます。 
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(3) スケジュール 

建設候補地２において、小中学校プール集約施設を建設するスケジュールは以

下のとおりです。 

 


